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●令和4年度社会保険協会費の納入のお知らせ
●口座振替納入のお願い
●「美術館（企画展）」観覧補助券のご案内
●「東京ディズニーリゾートコーポレートブログラム」利用補助のご案内
●「富山市ファミリーパーク」利用補助券のご案内
●「バッティングセンター」利用補助券のご案内
●「黒部峡谷トロッコ電車」利用補助券のご案内
●「山の家」宿泊利用補助券のご案内
●「山の温泉」利用補助券のご案内
●「ボウリング」利用補助券のご案内
●補助券共通申込様式
●「ゴルフ練習場」利用補助券のご案内

「社会保険協会」からのお知らせ

●健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額に係る特例改定の
　延長等について
●社会保険の手続きQ&A

「日本年金機構」からのお知らせ

●令和4年度の保険料率が決定しました
●協会けんぽの健康診断のこ案内

「協会けんぽ」からのお知らせ

C O N T E N T S

社会保険
とやま
S H A K A I  H O K E N  T O Y A M A

平成27年に複合ビル「TOYAMAキラリ」内に開館した美術館。世界的な建築家隈研吾氏が設計を手掛けた建物で、
御影石、ガラス、アルミを組み合わせた外観は立山連峰を彷彿とさせます。現代ガラス美術の巨匠デイル・チフーリ
氏の空間芸術作品をはじめ、１９５０年代以降の現代ガラスを中心に、様々な美術表現を紹介します。

「ガラスの街とやま」集大成の美術館
│ 富山市ガラス美術館　〒930-0062  富山県富山市西町5番1号  TEL 076-461-3100 │

常設展観覧料200円 ※企画展観覧料は企画展ごとに異なります。公式HP（https://toyama-glass-art-museum.jp）をご確認ください。
令和4年度美術館「企画展」共通観覧補助券を配布しています。詳しくは本誌3ページへ➡



2 からのお知らせ
富山県社会保険協会

健康は 自分で作る 宝もの

TEL 076-433-3663  FAX 076-433-3664
https://www.shaho-toyama.or.jp/

一般財団法人 富山県社会保険協会
〒930-0805 富山市湊入船町3-30 KNB入船別館2F

お問い合わせ先

日頃より、社会保険協会の事業運営にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
さて、当協会では、広報誌「社会保険とやま」の発行（年6回）や事業所の事務担当者を対象としたWeb
セミナーや事務講習会を開催し、社会保険制度の周知に努めております。
また、「健康で心豊かな生活」を目指して、被保険者並びにそのご家族の方々の健康づくり事業・施設等
利用補助事業などの福利厚生事業を実施しているところです。
毎年、この協会事業を推進していくために、事業主の皆さまに「賛助会費（任意）」をお願いしているとこ

ろですが、令和4年度分につきましても、特段のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、協会費（年額）は、下記の負担割合で納入をお願いしております。
5月20日付で、送付いたします振込依頼書で納付いただきますよう重ねてお願いいたします。　
なお、口座振替をご利用の方は、5月27日（予定）にご指定の口座から振り替えさせていただきますので、

ご確認ください。

令和4年度 
社会保険協会費の納入のお知らせ

令和4年度 
社会保険協会費の納入のお知らせ

事業主　各位 令和4年4月吉日
一般財団法人　富山県社会保険協会

会　長　　　塩　井　保　彦

9人以下
10～ 29人
30～ 49人
50～ 99人
100～199人
200～299人

被保険者数
2,500円
3,500円
4,600円
8,100円
11,200円
16,200円

年会費
300～399人
400～499人
500～749人
750～999人
1,000人以上

被保険者数
22,500円
35,000円
41,200円
58,700円
71,200円

年会費

協会費負担割合

（令和3年12月31日現在の被保険者数）

◎締切後に届いた「口座振替依頼書」は、令和5年度に反映されない場合がありますのでご注意ください。
◎令和4年度の会費につきましては、5月20日にお届けの振込用紙で納入をお願いいたします。

令和5年3月10日

年に1度の社会保険協会費は、便利で、確実な口座振替をご利用ください。

申込期限

「預金口座振替依頼書」の用紙は、令和4年5月20日に発送を予定しております。
口座振替をご希望の事業所様は、用紙が届き次第赤枠内に必要事項をご記入・押印のうえ、同封の
返信用封筒で郵送をお願いいたします。

申込方法

メリット① 金融機関に出向く必要がなくなります。

※本年度より、納付書でお振込みされる場合の手数料は事業所様負担になりますのでご了承ください。

メリット② 口座振替にかかる手数料のご負担はありません。

社会保険協会費の口座振替による納入方法のお知らせ
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TEL 076-433-3663  FAX 076-433-3664
https://www.shaho-toyama.or.jp/

一般財団法人 富山県社会保険協会
〒930-0805 富山市湊入船町3-30 KNB入船別館2F

お問い合わせ先

令和4年度美術館「企画展」共通観覧補助券のご案内
令和4年度協会費を納入していただける事業所の事業主、被保険者及び被扶養者
7ページ様式で作成のうえお申込みください。
返信用封筒に切手（7ページ表参照）を貼付し、宛先をご記入のうえ、
申込書を併せて当協会まで郵送してください。
当協会へ直接取りに来られる場合は、事前にFAX（076-433-3664）
してください。
※補助券を提示されると、下記の会員料金で観覧することができます。

利用対象者

申込方法
1人
1枚

※前売券には使用できません。 ※事業所上限枚数（7ページ下表参照）に応じて配布いたします。
※発行枚数に限りがあります。無くなり次第配布を終了しますのでご了承ください。
※記載事項は予定であり、名称、会期、内容などは都合により変更する場合があります。
※富山県水墨美術館は、2023年1月16日～2月16日の間は設備改修のため臨時休館いたします。

＊下記企画展に限り開催期間中は補助券
を利用することができます。

ミュゼふくおかカメラ館 高岡市福岡町福岡新559　TEL 0766-64-0550

大
人

高
校
生・大
学
生

竹内敏信  写真展「日本の桜」
松龍&RitsukoMatsushitaふたり展 “私たちはずっと宇宙にいます。”
吉野信  写真展「野生の輝き」
風景写真祭2022「美しい風景写真100人展」
富士フイルム フォトコンテスト入選作品展 Xシリーズ写真展
ワンダーフォト写真展

4/23～5/29
6/4～7/10
7/16～9/25
10/1～12/4

12/10～2023 2/12
2023 2/18～４/16

開催内容 期間 正規観覧料→会員観覧料
800円→

500円→

800円→

800円→

300円→

300円→

340円
100円
340円
340円
0円
0円

400円→

300円→

400円→

400円→

200円→

200円→

20円
0円
20円
20円
0円
0円

開催内容 期間 正規観覧料→会員観覧料

一般
大
学
生

富山県美術館 富山市木場町3-20　TEL 076-431-2711

富山県美術館開館5周年記念 蜷川実花展
富山県美術館開館5周年記念 宮城県美術館所蔵 絵本原画の世界2022
富山県美術館開館5周年記念 ミロ展 －日本を夢見て－
富山県美術館開館5周年記念 西洋絵画400年の旅 －珠玉の東京富士美術館コレクション展－
富山県美術館開館5周年記念 デザインスコープ 
富山県美術館開館5周年記念 生誕120年 棟方志功展

3/19～5/15
5/28～7/5
7/16～9/4
9/17～11/20
12/10～2023 3/5
2023 3/18～5/21

1,400円→

900円→

1,100円→

1,400円→

1,100円→

900円
400円
550円
900円
550円

1,000円→

450円→

550円→

1,000円→

550円→

500円
50円
120円
500円
120円

未　定 未　定

開催内容 期間 正規観覧料→会員観覧料
富山県水墨美術館 富山市五福777　TEL 076-431-3719

一般
大
学
生

美をつなぐ-田渕俊夫と日本画の世界 メナード美術館所蔵作品による
白洲次郎生誕120周年記念特別展 白洲次郎・白洲正子―武相荘折々のくらし
コレクター福富太郎の眼 昭和のキャバレー王が愛した絵画
生誕150年　山元春挙展
南画×近代 大正～昭和初期を中心として
対決！ くらべて見よう、これとコレ

3/18～5/9
5/20～7/3
7/15～9/4
9/16～11/6

11/18～2023 1/15
2023 2/17～（4月上旬）

900円→

1,200円→

1,300円→

900円→

900円→

300円→

400円
700円
700円
400円
400円
0円

450円→

1,000円→

1,000円→

450円→

450円→

150円→

50円
400円
400円
50円
50円
0円

開催内容 期間 正規観覧料→会員観覧料
富山市ガラス美術館 富山市西町5-1　TEL 076-461-3100

一般
大
学
生

カースティ・レイ ： 静けさの地平
New Glass Now
フィンランド・グラスアート  輝きと彩りのモダンデザイン
アナザーワールド（仮）

3/12～6/26
7/16～10/16
11/3～2023 1/29
2023 3/4～6/18

1,200円→

1,200円→

1,500円→

1,000円→

700円
700円
1,000円
500円

1,000円→

1,000円→

1,300円→

800円→

500円
500円
800円
300円

〈一般〉 800円→ 340円 〈大学生〉 500円→ 100円

〈一般〉 1,200円→ 600円 〈18歳以下〉 500円→
　（未就学児無料）

100円

高岡市美術館 高岡市中川1-1-30　TEL 0766-20-1177
開催内容 期間 正規観覧料→会員観覧料

5/27～6/12
7/29～8/31
9/11～12/6

3/19～5/8

第61回  日本伝統工芸富山展
リアル（写実）のゆくえ 現代の作家たち 生きること、写すこと
バンクシーって誰？展

未　定
未　定

アニメーション美術の創造者　新・山本二三展
～天空の城ラピュタ、火垂るの墓、もののけ姫、時をかける少女～
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〈補助金額〉 1,000円補助（1人1年度1回のみ）
〈対 象 者〉 令和４年度 協会費を納入していただける事業所様の事業主、被保険者及び被扶養配偶者のみ。

（お子さまは対象外です）
〈申込方法〉

〈申込様式〉

FAXでお申し込みの場合は、利用券を当協会に取りに来ていただきます。
郵送をご希望の場合は、宛名を記入した返信用封筒に84円切手を貼付のうえ
申込書を送付してください。

2022 4

事業所名
事業所所在地
協会番号
利用年月日
健康保険証番号 利用者氏名

年 月 日
ふりがな 年齢

担当者名（例1－3373）
〒　　　－ 電話番号
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令和4年度 バッティングセンター
 利用補助券のお知らせ

利用期間

バッティングが不得意でも、全然当たらなく
ても、爽快感は抜群です！
無心に運動することにより、ストレスを発散
することができますよ。

通年

一般

500円

会員入園料

200円

利用対象者 令和4年度協会費を納入していただける事業所の事業
主、被保険者及び被扶養者

★右記施設において、2,000円
以上のプリペイドカード1枚
に対して200円の補助をい
たしますので、窓口でご購入
ください。

申込方法 7ページ様式にて申込書を作成してください。
返信用封筒に切手（P7表参照）を貼付し、宛先をご記
入のうえ申込書と併せて当協会まで郵送してください。
当協会へ直接取りに来られる場合は、事前にFAXして
ください。

令和4年度 富山市ファミリーパーク
 利用補助券のご案内

利用期間

可愛い動物を見ながら、
健康ウォーキングをしましょう

通年（休園期間がありますのでご確認のうえご利用ください。）

利用対象者 令和4年度協会費を納入していただける事業所の事業主、被保険者、
被扶養者（高校生以上） ※中学生以下無料

申込方法
7ページ様式にて申込書を作成し
てください。
返信用封筒に切手（P7表参照）を貼
付し、宛先をご記入のうえ申込書と
併せて当協会まで郵送してください。
当協会へ直接取りに来られる場合
は、事前にFAXしてください。

※窓口に補助券を提出されると下
記料金で利用できます。

➡

1人1枚

1人1枚

スーパーバッティング ビッグエッグ

ベースボールハウスＭＶＰ山室店

ベースボールハウスＭＶＰ有沢店

ベースボールハウス スタジアム

新川ベースボールパークバッチコイ

TEL 076－434－5665

TEL 076－423－8888

TEL 076－493－4444

TEL 0766－25－3393

TEL 0765－52－3456

富山市本郷東部21番地

富山市山室37

富山市羽根68

高岡市佐野1305

黒部市三日市1278-2

施 設 名 電 話 番 号住 所
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※「宿泊利用補助券」の申し込みは、各施設への宿泊のご予約をされた後にお願いします。後日、利用日を明記した「宿泊利用
補助券」を送付しますので、ご利用施設へ提出願います。

※ 天候等の都合で日の変更をされた場合は、補助券に記載してある日付を訂正してお使いください。
※ 直接当協会へ取りに来られる場合は、事前にFAXしてください。（FAX 076-433-3664）

令和4年度 山の家 宿泊利用補助券のご案内
利用施設名
予約年月日
事 業 所 名
協 会 番 号

事業所所在地

利用者氏名

合計　　　枚

健康保険証番号

　　 年 月 日

〒　　　-　
TEL FAX

山の家 利用補助券申込書

（例）1-3773

「山の家」の宿泊利用料金1,000円／1人を
補助いたします。（1人1年度1回限り）

雷鳥荘
一の越山荘
太郎平小屋
薬師沢小屋
高天原山荘
スゴ乗越小屋
剣山荘
立山室堂山荘
ロッジくろよん
みくりが池温泉

（076）463-1664
（090）1632-4629
（080）1951-3030
（080）1951-3030
（080）1951-3030
（080）1951-3030
（090）2372-5799
（076）463-1228
（076）463-6350
（076）463-1441

❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽
❾
10

6月 1日～ 11月 24日
6月 1日～ 10月 16日
6月 1日～ 10月 20日
7月 1日～ 10月 10日
7月 5日～ 9月 30日
7月 10日～ 9月 25日
7月 15日～ 10月 8日
6月 1日～ 11月 24日
6月 1日～ 10月 30日
6月 1日～ 11月 24日

山の家 補助券利用期間

申込様式

令和4年度協会費を納入していただける事業
所の事業主、被保険者、被扶養者
左記様式にて申込書を作成のうえ、返信用封
筒に84円切手（21枚以上は94円切手）を貼
付し、申込書を併せて当協会まで郵送してく
ださい。

利用対象者

申込方法

令和4年度 山の温泉 利用補助券のご案内

令和4年度協会費を納入していただ
ける事業所の事業主、被保険者、被
扶養者（中学生以上）
7ページ様式にて申込書を作成のう
え、返信用封筒に84円切手（30枚以
上は94円切手）を貼付し、申込書と
併せて当協会まで郵送してください。

利用対象者

申込方法

登山やハイキングのあとに入るお風呂は格別です!
補助券を提示されると、下記の会員料金でご利用できます。

補助券利用期間施設名

みくりが池温泉

立山国際ホテル

雷鳥荘

6月1日～11月24日
9時～16時（6月休業有）

6月1日～令和5年3月31日 11時～16時

6月1日～11月24日 11時～16時
会員料金

大人 800円 → 300円

大人 700円 → 200円

大人 720円 → 220円

5月～11月
令和4年度協会費を納入していただける事業主、被保険者、被扶養者（中学生以上）
黒部峡谷鉄道・営業センター（TEL0765-62-1011）へ直接予約されるか、インターネットのチケット予約サ
イトよりお申し込みください。（予約後、振込用紙が送付されてきますが、正規料金をお振込みください。）
※補助券を黒部峡谷鉄道窓口に提出されると、1,000円返金されます。
●予約後、下記申込様式にて申込書を作成のうえ、返信用封筒（84円切手貼付）を同封して利用日の1週間
前までに当協会へ送付してください。申込書が届き次第、補助券をお送りいたします。

●天候等の都合で、やむを得ず利用日の変更をされる方は、補助券の利用日を訂正してお使いください。

1,000円／1人（大人のみ）を補助いたします。
欅平まで往復 3,960円→2,960円

黒部峡谷トロッコ電車宇奈月～欅平まで
利用補助券のご案内令和4年度

利用期間
利用対象者
申込方法

申込様式
事業所名
協会番号

事業所住所・電話番号

健康保険証番号

予約年月日

担当者名
〒　　  － TEL（　　　 ）　　－

FAX（　　　 ）　　－

（例）1-3373

月　　　   日 （　　）　　　 利用者人数　　　　　　人

利用者氏名

日本一深いV字峡谷の魅力を
トロッコに乗って満喫してみませんか。
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令和4年度

ボウリング利用補助券のご案内

補助券共通申込様式

（例）1-3773

事業所名 事業所所在地

TEL FAX

〒

協会番号

担当者名 枚

上記事業所上限枚数の切手料金をご参照ください。
複数の補助券をお申し込みの場合は、上記合算枚数の切手料金をご参照ください。切手料金について

各補助券共通事業所規模上限枚数（被保険者数）
東京ディズニーリゾート「コーポレートプログラム利用券」
黒部峡谷トロッコ電車、山の家補助券上限枚数

（補助券それぞれの枚数です）

本券1枚で
5名まで
使えます2ゲーム以上のご利用で1ゲーム無料

利用対象者

利用期間

対象施設

申込方法

通年
令和4年度 協会費を納入していただける事業所の事業主、従業員及
びご家族とその同伴者
●立山グランドボウル （富山市）
●富山地鉄ゴールデンボウル （富山市）
●ノースランドボウル黒部 （黒部市）
●高岡スカイボウル （氷見市）
なお、本券でのご予約、大会、コンペには
使用できませんので、ご了承ください。
下記様式にて申込書を作成してください。
返信用封筒に切手（下表参照）を貼付し、宛先をご記入のうえ申込書
と併せて当協会まで郵送してください。直接当協会へ取りに来られ
る場合は、事前にFAX（076-433-3664）してください。

補助券の
種類

★4月28日まで配布をご希望の方は、FAXのみでの受付となり、当協会へ取りに来ていただくことになりますので
　ご注意ください。

合算枚数が300枚以上になる場合は、角2サイズ（A4）の返信封筒をお送りください。

「美術館」 （　　　　　枚）　「ボウリング」 （　　　　　枚）　「ゴルフ練習場」 （　　　　　枚）
「山の温泉」 （　　　　　枚）　「ファミリーパーク」 （　　　　　枚）
「バッティングセンター」 （　　　　　枚）

合計

協会番号は、協会からの封筒宛名下に記載してあります。

84円
84円
94円
94円
94円
140円
140円
210円
250円

事業所規模 上限枚数 切手料金 事業所規模 上限枚数 切手料金
1～9人

10～29人
30～49人
50～99人

100～199人
200～299人
300～399人
400～499人
500～749人

10枚
20枚
30枚
40枚
50枚
80枚
100枚
150枚
200枚

事業所規模 上限枚数
1～29人
30～99人

100～299人
300～499人
500～699人
700～829人
830～1,499人
1,500～3,499人
3,500人以上

3枚
8枚
16枚
24枚
30枚
36枚
44枚
52枚
60枚

250円
250円

750人以上
1,000人以上

250枚
300枚

140円
210円
250円
390円
580円

※合算枚数 切手料金
110～120枚
121～180枚
181～320枚
321～660枚
661～1,360枚

ご希望の補助券に枚数をご記入ください。
（黒部峡谷トロッコ電車、山の家宿泊、東京ディズニー
リゾートの補助券は、別の様式でお申し込みください。）

TEL 076-433-3663  FAX 076-433-3664
https://www.shaho-toyama.or.jp/

一般財団法人 富山県社会保険協会
〒930-0805 富山市湊入船町3-30 KNB入船別館2F

お問い合わせ先
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年金は 世代と世代の 支えあい

からのお知らせ
日本年金機構

健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額
に係る特例改定の延長等について

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、報酬が著しく下がった方のうち、
一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を通常の随時改定（4か
月目に改定）によらず、特例により翌月から改定が可能です。
（令和4年1月から3月を急減月とする、下記対象の方の申請期限を改めてお知らせします。）

申請期限　令和4年5月31日（必着）
■月額変更届（特例改定用）に申立書を添付し管轄の年金事務所に申請してください。

※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。

申請手続について

■休業により報酬等が急減した月の翌月以降の保険料が対象となります。
※令和4年1月から3月までを急減月とするものは令和4年5月末までに届出があったものが対象となります。それまでの間は遡
及して申請が可能ですが、給与事務の複雑化や年末調整等への影響を最小限とするため、改定をしようとする場合はできるだ
け速やかに提出をお願いします。

対象となる保険料

新たに休業により報酬が著しく低下した方の特例（次のすべてに該当する方が対象）

■新型コロナウイルス感染症の影響による休業（時間単位を含む）があったことにより、令和4年1月から令和4
年3月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方（令和3年8月から12月を急減月として既に特例改定
された方を除く）

■著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額（1か月分）が、既に設定されている標準報酬月額に比べて
2等級以上下がった方※固定的賃金（基本給、日給等単価等）の変動がない場合も対象となります。

■本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
　※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。
　（改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。）

対象となる方

※申請により保険料が遡及して減額した場合、被保険者へ適切に保険料を返還する必要があります。

例えば1月から休業手当が支払われた場合
通常であれば4か月目の4月に改定となります。

報酬が
下がった
4か月目に
改定

休
業
手
当

休
業
手
当

休
業
手
当

休
業
手
当

12月 3月 4月1月

2等級
以上

2月11月

従
前
の
報
酬

従
前
の
報
酬

特 

例

■今回の特例改定
連続する3月

今回の特例を利用した場合
2月から改定が可能となります。

報酬が
下がった翌月に
改定可能

休
業
手
当

休
業
手
当

休
業
手
当

休
業
手
当

12月 1月

2等級以上

2月 3月 4月11月

従
前
の
報
酬

従
前
の
報
酬

■通常の随時改定
連続する3月
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●厚生年金基金及び健康保険組合に加入している事業所の場合は、当該基金、健康保険組合にも同様の届出が必要ですので
ご注意ください。（詳細については、当該基金、健康保険組合へお問い合わせください。）
●継続して再雇用とは、1日も空くことなく同じ会社に再雇用されることをいいます。
●事業所の定年制の定めの有無による相違はありません。60歳以後に退職した後、継続して再雇用された場合であれば対象と
なります。
●平成25年3月までは、60歳から64歳までの年金を受取る権利のある方が、この取扱いの対象でしたが、平成25年4月から、
対象を年金を受取る権利のある方に限らず、「60歳以上の方」に拡大しました。
●この取扱いについては、正社員の方に限定されるものではなく、厚生年金保険等の被保険者に対する取扱いとなりますので、
パートタイマーやアルバイトなどで厚生年金保険等の被保険者となっている方も対象となります。
●法人の役員等が対象の場合の添付書類は、「役員規定、取締役会の議事録などの役員を退任したことがわかる書類および退
任後継続して嘱託社員として再雇用されたことがわかる雇用契約書」または「事業主の証明」になります。

事業主が該当する方の厚生年金保険等の被保険者資格喪失届および被保険者資
格取得届を同時に年金事務所へ提出していただくことにより、再雇用された月か
ら再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定することができます。
なお、その際に添付書類として、「就業規則や退職辞令の写し等の退職したことが
わかる書類および継続して再雇用されたことが客観的に判断できる書類（雇用契
約書、労働条件通知書等）」または「事業主の証明」が必要になります。
また、事業主の証明は、特に様式は指定しませんが、退職された日、再雇用された
日が記載されているものが必要となります。

資格喪失届に記入する資格喪失年月日は次のとおりです。届出の際には日付に誤
りがないか確認をお願いいたします。

60歳以上の厚生年金の被保険者が退職し、継続して
再雇用される場合、どのような手続きが必要ですか。

被保険者が資格を喪失した月の保険料は
納める必要がありますか？

資格喪失届に記入する資格喪失年月日は
いつになりますか？

被保険者が資格を喪失した場合は、資格喪失日の属する月の前月分まで納めるこ
ととなっています。
（例：3月31日付で退職した場合、資格喪失日は4月1日となり、3月分の保険料ま
で納めていただくこととなります。）

75歳到達により後期高齢者医療制度の被保険者資
格を取得して健康保険の資格を喪失する場合

70歳到達により厚生年金保険の資格を喪失する場合

退職・死亡による場合 退職日または死亡日の翌日

70歳の誕生日の前日

75歳の誕生日の当日

資格喪失年月日資格喪失事由

社会保険の手続きQ&A

Q

A

Q

A

Q

A
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健康は 自分で作る 宝もの

からのお知らせ

全国健康保険協会
協会けんぽ

お問い合わせは

インセンティブ制度
皆様の取組も保険料率に影響! 令和2年度実績の集計結果が出ました

令和4年度の保険料率が決定しました!

令和4年度

1.64%
9.61%

令和3年度

1.80%

9.59%健康保険料率（引上げ）

介護保険料率（引下げ）

➡
➡

22位
●お薬が処方される場合は、医師や薬剤
師に「ジェネリック医薬品」の希望を伝
え、積極的にご利用ください

加入者様
⑤ ジェネリック医薬品

の使用割合

40歳から64歳までの方（介護保険第2号被保険者）は、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わります。

●必ず医療機関に受診しましょう
健診結果が要治療（再検査）の方④

受診勧奨を受けた
要治療者の
医療機関受診率

●受診勧奨を受けた方へ早期受診をお
勧めください

事業主様

1位

●保健師などと相談しながら、最後まで
継続しましょう

特定保健指導を受けている方

③ 特定保健指導
対象者の減少率

●日頃から運動などを心掛け、健康を維
持しましょう

加入者様
39位

② 特定保健指導の
実施率

●特定保健指導を必ず受けましょう
健診結果で「生活改善が必要」とされた方

●職場環境の整備など
特定保健指導対象者の方が受けやすい職場環境の整備に、
ご協力をお願いします。また、健診当日に受けることができ
る会場もありますので、積極的にご利用ください。

事業主様

2位

① 特定健診等の
実施率

●協会けんぽの「生活習慣病予防健診」
をご利用ください
※協会けんぽの健診以外（事業者健診）を実施の場合は、
健診結果データを協会けんぽへご提出ください。

事業主様

●協会けんぽの健診を毎年必ず受診し
ましょう

加入者様
次ページの健診をぜひご利用ください

2位

協会けんぽの加入者及び事業主の皆様の取組が保険料率に反映される「インセンティブ制度」が導入され
ています。5つの評価指標で協会けんぽ全支部（47支部）を順位付けし、上位23支部の保険料率を引き下
げる制度です。

富山支部の令和4年度保険料率は、本来9.66%とな
る見込みでしたが、インセンティブ（報奨金）により
0.05％引下げとなったことで9.61%に抑えられま
した。令和4年度の取組結果は、令和6年度保険料率
に反映されます。引き続きご協力をお願いします。総合順位（47支部中） 1位

令和4年3月分（4月納付分）から変更となります

協会けんぽ富山支部 企画総務グループ【☎076-431-6156】まで

ご協力いただきたいこと
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協会けんぽの健康診断のご案内

被保険者（ご本人）【生活習慣病予防健診】
種類

一般健診

検査の内容

診察等、身体計測、血圧測定
尿検査、血液検査、心電図検査
胸部レントゲン検査（肺がん検診）
胃部レントゲン検査（胃がん検診）
便潜血反応検査（大腸がん検診）

35歳～74歳の
被保険者
（ご本人）

総額約19,000円の健診が
協会けんぽの補助により

自己負担額上限 対象者

◆その他、付加健診、乳がん検診、子宮頸がん検診、肝炎ウイルス検査もあります（別途負担要 年齢条件有）

健
診
の
流
れ

健診機関から
届いた案内に
沿って受診

健診機関に
受診日を予約
「生活習慣病予防健診対象者
一覧」を3月下旬頃に事業所
あてに送付しております

健診機関から
健診結果が
到着

健診結果に
応じて
特定保健指導
を利用

被扶養者（ご家族）【特定健康診査】

ご家族の健診に関する詳細は協
会けんぽホームページをご確認
ください。

◆特定健康診査に加えて、各市町村が実施するがん検
診の受診もおすすめします。

ご家族の健康は、従業員の皆様の日常
生活や事業所の生産性にも大きな影響
を及ぼすものです!

◆ご家族の健診に対する費用補助を行います!
富山県内の健診機関なら、ご本人負担が
無料 ～ 1,850円で受診いただけます。

お問い合わせは 協会けんぽ富山支部 保健グループ【☎076-431-5273】まで

受診促進用
フォーマット

▼

➡

HPに掲載しているご家族への受診促
進用フォーマットをご活用いただき、
事業主様より受診をお勧めください!

H30年度
25.7%

R1年度
27.4% R2年度

24.9%

被扶養者（ご家族）

H30年度
73.7%

R1年度
76.4%

R2年度
77.4%

被保険者（ご本人）

健診受診率の推移（富山支部）

申し込みも簡単費用も割安充実の検査内容

生活習慣病予防健診なら定期健診と
まとめて、がん検診も受診できます!

生活習慣病予防
健診実施機関一覧

▼

2人に1人が“がん”になる時代
がんは早期発見、早期治療が
大切です!

国立がん研究センター情報サービス「がん登録・統計」2018より

生涯でがんになる確率

65.0% 50.2%
男性 女性

被扶養者（ご家族）の健診受診率は
こんなに低いんです!

7,169円
最高
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職場で回覧して 社会保険の知識を広めましょう

と
じ
て
保
管
し
ま
し
ょ
う

日本年金機構からのお知らせ

大久保ふれあいセンター
大山地域市民センター
八尾コミュニティセンター
婦中行政サービスセンター

 5月 13日㈮
  　ーーーー

 ※5月 11日㈬
 5月 20日㈮

滑川市役所
上市町働く婦人の家
立山町元気交流ステーション
入善町役場
朝日町役場

 5月 12日㈭
 5月 24日㈫
 ※5月 6日㈮
 5月 19日㈭
 5月 18日㈬

氷見市役所
氷見商工会議所
射水市役所

 5月 11日㈬
 5月 25日㈬
 5月 17日㈫

 6月 10日㈮
  　ーーーー
 6月 1日㈬
 6月 17日㈮

 6月 9日㈭
 6月 28日㈫
 6月 2日㈭
 6月 16日㈭
 6月 15日㈬

 6月 7日㈫
 6月 14日㈫
 6月 23日㈭

 6月 8日㈬
 6月 22日㈬
 6月 21日㈫

 ※5月 6日㈮
 5月 10日㈫
 5月 26日㈭

富山
管内

高岡
管内

小矢部市役所
城端市民センター
福光市民センター

砺波
管内

魚津
管内

相談時間 午前10時～午後3時

利用期間 通年
利用対象者 令和4年度協会費を納入していただける事業所の事業主、被保険者、被扶養者
申込方法

対象施設

右記様式にて申込書を作成してください。
返信用封筒に切手（P7表参照）を貼付し、宛先をご記
入のうえ申込書と併せて当協会まで郵送してください。
※券売機で、プリペイドカードを購入される前に受付へ補助券を
提出してください。
※当協会へ直接取りに来られる場合は、事前にFAX（076-433-3664）
してください。

2,200円以上のプリペイドカード購入の際に
200円～1,000円の割引をいたします。

令和4年度 『ゴルフ練習場』共通利用補助券のご案内

申込様式

〒

ゴルフ練習場 共通利用補助券申込書

（例）1-3373

事業所名
事業所所在地
協会会員番号
電話番号
担当者名

FAX番号
希望枚数 枚

古沢ゴルフクラブ（富山市） ゴルフ練習場アンテロープ
（魚津市）

1人1枚

一般価格
2,200円
3,300円
5,500円
11,000円

会員お支払額
2,000円
3,000円
5,000円
10,000円

割引額
200円
300円
500円
1,000円

一般財団法人 富山県社会保険協会 富山市湊入船町3-30  TEL 076-433-3663  FAX 076-433-3664
 https://www.shaho-toyama.or.jp/
日本年金機構中部地域部 ／ 全国健康保険協会富山支部

【発行】

【記事提供】
（富山・高岡・魚津・砺波年金事務所）

令和4年4月20日
〈制作・印刷〉

株式会社富士印刷

●受付時間 月～金曜日 午前8:30～午後7:00
 第2土曜日 午前9:30～午後4:00
※祝日（第2土曜日を除く）、12月29日～1月3日はご利用いただけません。

IP電話・PHSからは
03-6837-2913へ

年金の加入に関する一般的なお問い合わせ（事業所、厚生年金加入者向け） ねんきん定期便・ねんきんネットに関するお問い合わせ
「ねんきん加入者ダイヤル」へ
（事業所、厚生年金加入者向け）

0570-007-123 「ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル」へ 0570-058-555
●受付時間 月曜日 午前8:30～午後7:00（休日の場合を除く）
 火～金曜日 午前8:30～午後5:15
 第2土曜日 午前9:30～午後4:00

IP電話・PHSからは
03-6700-1144へ

年金相談についての一般的なお問い合わせは
「ねんきんダイヤル」へ 0570-05-1165
●受付時間 月曜日 午前8:30～午後7:00（休日の場合を除く）
 火～金曜日 午前8:30～午後5:15
 第2土曜日 午前9:30～午後4:00

IP電話・PHSからは
03-6700-1165へ

来訪相談のご予約は
「予約受付専用電話」へ0570-05-4890
●受付時間
　月～金曜日（平日）  午前8:30～午後5:15
※土・日・祝日、12月29日～1月3日はご利用いただけません。

IP電話・PHSからは
03-6631-7521へ

076-441-3926富山年金事務所 0766-21-4180高岡年金事務所

0765-24-5153魚津年金事務所 0763-33-1725砺波年金事務所

受信後は、ご案内のアナウンスが流れます。ご希望の
番号を選択いただくことで担当者へのお取次ぎをい
たしますので、その後、ご用件を申し付けください。

●年金出張相談所にお越しの際は、事前にお電話でご予約願います。（予約先 ： 管轄年金事務所）
●基礎年金番号通知書・年金手帳、年金証書、各種通知書や印鑑等をご持参ください。
●代理の方がお越しになる場合は、委任状をお持ちください。
●個人情報保護のため、本人確認にご協力願います。

令和4年5月・6月の年金出張相談所（事前予約制）
※印は定例曜日と異なる日


